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水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて 

 

１ 背景 

・ 令和６年９月に開催された、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会 生活環境の保全に関す

る水環境小委員会（第１回）において、地域のニーズや実情に応じた水質汚濁に係る生活環

境の保全に関する環境基準の在り方と柔軟な運用について検討が行われた。 

・ その結果を踏まえて、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準について、「①適時

適切な類型の見直し」、「②「利用目的の適応性」に係る水浴の見直し」、「③季別の類型指

定」、「④ＣＯＤの達成評価の変更」に関し、告示及び事務処理基準が令和７年２月１４日付け

で改正された。 

 

２ 見直しの概要 

  別紙のとおり 

 

３ 本県の今後の対応 

・ 現在、琵琶湖においては、水質は改善している一方で、在来魚介類が減少するなど生態系の

課題が顕在化している状況である。 

・ こうした多様化する課題に対応するには、良好な水質を維持しつつ、魚介類につながる物質

循環を円滑にする新たな水質管理手法が必要である旨、国に要望してきたところである。 

・ 今回の環境基準等の見直しも踏まえ、本県の水質管理の方向性について、関係団体および

関係部局と協議の上、令和７年度以降の環境審議会水・土壌・大気部会で審議する予定であ

る。 

 

 

図：新たな水質管理手法の考え方 

資料５ 
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環境基準の見直しに係る背景 

 

（令和６年９月 24日 生活環境の保全に関する水環境小委員会（第１回）の資料から抜粋） 

 

別紙 
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① 適時適切な類型の見直しの概要 

 

（令和６年９月 24日 生活環境の保全に関する水環境小委員会（第１回）の資料から抜粋） 
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② 「利用目的の適応性」に係る水浴の見直しの概要 

 

（令和６年９月 24日 生活環境の保全に関する水環境小委員会（第１回）の資料から抜粋） 
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③ 季別の類型指定の概要 

 

（令和６年９月 24日 生活環境の保全に関する水環境小委員会（第１回）の資料から抜粋） 
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④ ＣＯＤの達成評価の変更の概要 

 

（令和６年９月 24日 生活環境の保全に関する水環境小委員会（第１回）の資料から抜粋） 
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④ ＣＯＤの達成評価の変更の概要 

 

（令和６年９月 24日 生活環境の保全に関する水環境小委員会（第１回）の資料から抜粋） 


